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（改正後の技術基準は工事の着手日が施行日以降のものに適用される。）

①既存住宅に設置済みの場合

②既存住宅の改修を行う場合う（※給湯設備の更新だけであれば建築確認の申請手続きは不要）

※施行日前に出荷したものであっても、
  施行日以降に工事着手するものは新基準に適合する必要がある。

③新築住宅に設置する場合

※施行日前に出荷したものであっても、
  施行日以降に工事着手するものは新基準に適合する必要がある。

（工事着手）

給湯器の設置に関する技術基準の適用関係について

改正告示の施行日（4／1）

既存不適格

給湯器設置
旧基準適用
既存不適格

給湯器設置 新基準適用

（工事着手）

建築確認 工事着手 給湯器設置
旧基準適用
既存不適格

給湯器設置
旧基準適用
既存不適格

建築確認 工事着手 給湯器設置 新基準適用




